
埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン（案）  
 

 

１ 目的 

 

  今日の我が国における葬法（埋葬及び火葬等）は，火葬の割合

がほぼ１００％を占めているが，新型インフルエンザ感染が拡大

し，全国的な流行（パンデミック）が発生した場合には，死亡者

の数が火葬場の火葬能力を超える事態が起こり，火葬の円滑な実

施に支障を生ずるとともに，公衆衛生の確保上，火葬に付すこと

ができない遺体の保存対策が大きな問題となる可能性がある。 

  他方，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成１０年法律第１１４号）等においては，墓地，埋葬等に

関する法律（昭和２３年法律第４８号）（以下「墓埋法」という。）

上の２４時間以内の埋火葬禁止規定の特例として，指定感染症で

ある新型インフルエンザによって死亡した者については，感染防

止の観点から２４時間以内の埋火葬が認められているとともに，

このような病原体に汚染され，又は汚染された疑いがある遺体

は，原則として火葬することとされている。 

  そのため，パンデミックが発生し，死亡者が多数に上った場合

においても，速やかに火葬を行うことのできる体制をあらかじめ

整備しておくことが必要となる。 

本ガイドラインは，以上の観点を踏まえ，新型インフルエンザ

感染の流行に際しても，各地域において埋火葬ができる限り円滑

に実施されるよう，地方自治体において講じることが適当と考え

られる措置を中心に取りまとめたものである。 

 

 



２ 関係機関の役割 

 

  市町村は，墓埋法において，埋火葬の許可権限等，地域におけ

る埋火葬の適切な実施を確保するための権限が与えられている

ことから，都道府県と連携を図りつつ，火葬体制の整備等必要な

体制の整備を図るとともに，個別の埋火葬に係る対応及び遺体の

保存対策等を講ずる主体的な役割を担うものとする。 

  また，都道府県（指定都市及び中核市を含む。）は，墓埋法上，

墓地及び火葬場等の経営等の許可権限等が付与されていること

などを踏まえ，市町村とともに火葬体制の整備等必要な体制の整

備を図るほか，市町村が行う個別の埋火葬に係る対応及び遺体の

保存対策等を支援する役割を担うものとする。 

     

３ パンデミック・アラート期  

（フェーズ３）までの対応 

 

  都道府県は，市町村の協力を得て，火葬場における稼働可能火

葬炉数，平時及び最大稼働時の一日当たりの火葬可能数，使用燃

料及びその備蓄量，並びに職員の配置状況等の火葬場の火葬能力

について調査し，パンデミックに備えた火葬体制の在り方等につ

いて検討を行うとともに，その結果について，市町村との情報の

共有を図るものとする。 

 

４ パンデミック・アラート期  

（フェーズ４・５）における対応 

 

（１）火葬体制の整備 

  フェーズ４ないし５の段階においては，都道府県は，随時，火



葬場の火葬能力について最新の情報を把握するとともに，市町村

との情報の共有を図るものとする。 

市町村は，都道府県及びそれぞれの火葬場との連携を図りつ

つ，火葬作業に従事する者の感染防止のために必要となる手袋，

サージカルマスク等の物資を確保するものとする。また，パンデ

ミック時に火葬場の火葬能力を最大限に発揮できるようにする

ための職員体制や消耗品（火葬の際に必要となる柩又はこれに代

わる板等）の確保等について検討・準備するものとする。職員体

制に関しては，緊急時に火葬業務への協力が得られる火葬業務経

験者等をリスト化しておくことも有用である。このほか，火葬場

に対し，火葬場における使用燃料の備蓄量の増強を要請するもの

とする。 

なお，パンデミック時には，全国的に火葬場の火葬能力を超え

る死亡者が一時的に出ると考えられるが，火葬場の火葬能力の差

等から近隣の地方自治体との間で広域火葬に係る連携・協力が特

に有効であると認められる場合には，災害時の広域火葬に係る相

互扶助協定等も参考にしながら，所要の措置を講ずるものとす

る。 

 

（２）遺体の保存対策 

  市町村は，都道府県の協力を得て，パンデミックが発生して火

葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合に備え，遺体

を一時的に安置するため，パンデミックが予想される時期の季節

等も勘案しながら，公民館や公立の体育館等の施設又は保冷庫や

保冷車など保冷機能を有する施設，遺体の保存のために必要な保

存剤及び遺体からの感染を防ぐために必要な非透過性の納体袋

（プラスチック製）等の物資を確保できるよう，域内の火葬能力

に応じて準備をするものとする。 



  併せて，遺体の保存作業のために必要となる人員等の確保につ

いても準備を進めるものとする。 

 

（３）防疫面での留意事項 

ア 遺体との接触等について 

   遺体の火葬場への移送や火葬場における火葬に際しては，遺

体からの感染を防ぐため，遺体について全体を覆う非透過性の

納体袋に収容・密封するとともに，遺族等の意向にも配意しつ

つ，極力そのままの状態で火葬するよう努めるものとする。 

また，遺体の移送に際し，遺体が非透過性の納体袋に収容さ

れ，密封されている限りにおいては，特別の感染対策は不要で

あり，遺体の移送を遺族等が行うことも差し支えないこと。 

他方，継続的に遺体の移送作業に従事する者及び火葬作業に

従事する者にあっては，手袋を着用し，血液・体液・分泌物・

排泄物等が飛散するおそれのある場合には，サージカルマス

ク，眼の防護（フェイスシールド又はゴーグル），ガウン等を

使用するものとする。また，手袋やサージカルマスク等が汚染

された場合には，適切に廃棄し，ゴーグル等再利用するものが

汚染された場合には，次亜塩素酸ナトリウム（濃度約 600ppm）

に浸け，十分消毒するものとする。 

火葬に先立ち，遺族等が遺体に触れることを希望する場合に

は，遺族等は手袋を着用すべきであるが，遺体を眺めるだけで

触れることを希望しない場合には，手袋の着用は不要であるこ

と。 

 

イ 消毒措置について 

火葬場等の消毒を行う必要がある場合には，消毒に用いる薬

品は，消毒用エタノール（ 70％～ 80％）又は次亜塩素酸ナトリ



ウム製剤（濃度 500～ 5,000ppm）等とし，消毒法は，消毒薬を

十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく

拭く方法が望ましいこと。消毒薬を噴霧する場合は，消毒薬で

濡れていない箇所がないくらい十分に噴霧を行い，その上で当

該箇所を布等で拭く必要があるが，噴霧により，病原体を拡散

させる恐れもあるので注意すること。 

 

（４）葬送文化・宗教感情等への配慮 

  新型インフルエンザに感染した遺体の保存や埋火葬に当たっ

ては，感染拡大を防止する観点から一定の制約が課せられること

になるが，他方で，地域の葬送文化や国民の宗教感情等にも十分

配慮することが望ましい。そのため，感染防止対策上の支障等が

ない場合には，できる限り遺族の意向等を尊重した取扱いをする

必要があること。 

 

５ パンデミック期（フェーズ６）における対応 

 

（１）火葬体制の整備 

  フェーズ６の段階になった場合には，都道府県は，火葬場の経

営者に対し，可能な限り火葬炉を稼働するよう要請するものとす

る。 

また，市町村は，都道府県及びそれぞれの火葬場と連携を図り

つつ，火葬作業に従事する者の感染防止のために必要となる手

袋，サージカルマスク等の物資を引き続き確保するとともに，火

葬場の火葬能力を最大限に発揮するための職員体制や消耗品等

を速やかに整えるものとする。 

 

（２）遺体の保存対策 



  死亡者数が増加し，火葬場の火葬能力の限界を超えることが明

らかになった場合には，都道府県及び市町村は，遺体を一時的に

安置するため，公民館や体育館等の施設又は保冷庫や保冷車等保

冷機能を有する施設等を直ちに確保するものとする。併せて，遺

体安置所における遺体の保存のために必要な保存剤，遺体からの

感染を防ぐなどのために必要な納体袋等の物資及び遺体の保存

作業のために必要となる人員等を確保するものとする。 

  遺体安置所等における遺体の保存及びその移送に当たっては，

インフルエンザに感染した遺体とそうでない遺体とを判別でき

るよう留意するとともに，感染した遺体の速やかな火葬について

配意するものとする。 

 

（３）埋葬の活用等 

  万が一，一時的な遺体安置所等において収容能力を超える事態

となった場合には，市町村は，遺体安置所等の拡充について早急

に措置を講ずるとともに，火葬の実施までに長期間を要し，公衆

衛生上の問題が生じるおそれが高まった場合には，都道府県は，

インフルエンザに感染した遺体に十分な消毒等を行った上で墓

地に埋葬することを認めることについても考慮するものとする。

その際，近隣に埋葬可能な墓地がない場合には，転用しても支障

がないと認められる公共用地等を臨時の公営墓地とした上で当

該墓地への一時的な埋葬を認めるなど，公衆衛生を確保するため

に必要となる措置について，状況に応じて検討するものとする。 

 

（４）防疫面での留意事項及び葬送文化・宗教感情等への配慮 

フェーズ４・５の段階の内容を参照のこと。 

 

 


